
稲沢市監査公告第１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定に

基づく随時監査（工事監査）を実施したので、同条第９項の規定により、

別紙のとおり公表する。 

 

 

令和８年３月２日 

 

              稲沢市監査委員  樋 口 光 男 

同     平 岡 弘 行 

                同     近 藤 治 夫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度随時監査（工事監査）の結果について 

地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき、随時監査（工事監査）を実施し

たので、同条第９項の規定に基づき、その結果を下記のとおり報告します。 

記 

第１ 監査の対象 

経済環境部環境施設課 

工事名：稲沢市汚泥再生処理センター（仮称）建設工事 

第２ 監査の実施期間 

令和７年１１月７日から令和７年１２月１９日まで 

第３ 監査の方法 

令和７年度に施工されている工事のうちから抽出した監査対象について、

関係者から説明を聴取するとともに、公益社団法人大阪技術振興協会の助言

を得て、設計書、契約書等の書類及び現地調査を実施した。 

第４ 説明聴取日及び場所 

⑴  監査委員による監査 

令和７年１２月１９日 市役所本庁舎政策審議室及び現地 

（稲沢市平和町須ケ谷地内） 

⑵  補助職員による監査 

令和７年１２月 ２日 現地（稲沢市平和町須ケ谷地内） 

第５ 工事の概要 

 工 事 名 稲沢市汚泥再生処理センター（仮称）建設工事 

    契約金額 3,278,000,000 円 

    請負業者 カナデビア株式会社中部支社 

    期  間 令和５年９月９日から令和８年３月１日まで 

    内  容 ⑴ 本体工事 

受入・前処理設備工事一式 

資源化（前脱水）設備工事一式 

希釈放流設備工事一式 

取排水設備工事一式 

脱臭設備工事一式 

処理棟設備工事一式 



⑵ 附帯工事 

外構工事一式 

上記⑴と⑵に伴う実施設計一式も含む 

⑶ その他 

試運転及び運転指導一式 

説明用調度品及び説明用パンフレット一式 

予備品、工具及び建物内備品一式 

官公庁への申請手続きに係わる費用一式 

測量・地質調査一式 

    場  所 稲沢市平和町須ケ谷地内 

    進 捗 率 計画出来高 92.0％ 実施出来高 92.0％ 

（令和７年１１月末日現在） 

第６ 監査の結果 

工事は適正な設計及び監理に基づき施工されており、良好であった。 

 


